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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 11月 6日 (2006.11.6)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 デ ー タ ベ ー ス 動 作 を 行 な う た め の 方 法 で あ っ て 、 前 記 方 法 は 、 第 １ の 機 械 に お い て 行 な
わ れ る 以 下 の ス テ ッ プ を 含 む ：
　 第 ２ の 機 械 と デ ー タ を 交 換 す る た め に
メ モ リ の 第 １ の セ グ メ ン ト を 割 当 て る ス テ ッ プ を 含 み 、 前 記 第 １ の 機 械 お よ び 第 ２ の
機 械 の う ち 少 な く と も 一 方 は デ ー タ ベ ー ス サ ー バ で あ り 、
　 メ モ リ の 第 １ の セ グ メ ン ト を 割 当 て る ス テ ッ プ は 、 前 記 第 ２ の 機 械 と デ ー タ を 交 換
す る た め に 用 い ら れ る 複 数 の バ ッ フ ァ を 識 別 す る ス テ ッ プ を 含 み 、 前 記 方 法 は さ ら に 、
　

、
　

　 前 記 第 ２ の 機 械 か ら 前 記 第 １ の 機 械 へ の デ ー タ の 転 送 を 含 む デ ー タ ベ ー ス 動 作 を 行 な う
際 に 、 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 第 ２ の 機 械 上 の メ モ リ の 第 ２ の セ グ メ ン ト に 前 記 デ ー タ

を 書 込 む こ と に 応 答 し て 、 メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に デ ー タ を バ
ッ フ ァ リ ン グ す る ス テ ッ プ を 含 み 、
　 メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に お い て 受 取 っ た デ ー タ を バ ッ フ ァ リ ン
グ す る ス テ ッ プ は 、 前 記 複 数 の バ ッ フ ァ の に お い て
前 記 第 ２ の 機 械 か ら 受 取 っ た デ ー タ の 部 分 を バ ッ フ ァ リ ン グ す る ス テ ッ プ
追 加 デ ー タ を 受 取 る た め に

各 バ ッ フ ァ が 利 用 可 能 に な る と 前 記 第 ２ の 機 械 に 通 知 を 送 る ス テ ッ プ

　

方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 ２ の 機 械 に メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に 対 す る 第 １ の ア ド レ ス を 与 え る ス テ

直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル を 用 い て 、
前 記

前 記

前 記 第 １ の 機 械 お よ び 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル を 用
い て 通 信 し 得 る こ と を 検 証 す る ス テ ッ プ と

前 記 第 １ の 機 械 お よ び 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル を 用
い て 通 信 し 得 る と 判 断 す る こ と に 応 答 し て 、

の 一
部 前 記 の 前 記 一 部

を 実 行 す る ス テ ッ プ と
前 記 の 前 記 一 部

（ ａ ） １ つ ま た は そ れ 以 上 の バ ッ フ ァ
前 記 と 、 （ ｂ ）

、 前 記 第 １ の 機 械 上 の 前 記 １ つ ま た は そ れ 以 上 の バ ッ フ ァ に お
い て 、 と を 含 み 、 前
記 方 法 は さ ら に 、

前 記 第 １ の 機 械 ま た は 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル を 使
用 で き な い と 判 断 す る こ と に 応 答 し て 、 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル の 代 わ
り に イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 使 用 可 能 チ ャ ネ ル を 用 い て 、 前 記 第 １ の 機 械 に お い て 前 記
第 ２ の 機 械 か ら 前 記 デ ー タ を 受 取 る ス テ ッ プ を 含 む 、



ッ プ を さ ら に 含 み 、
　 メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に デ ー タ を バ ッ フ ァ リ ン グ す る 前 記 ス テ ッ プ は 、
　 前 記 第 ２ の 機 械 に よ っ て 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル に よ っ て 送 ら れ た デ
ー タ を メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に 受 取 る ス テ ッ プ を 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 デ ー タ ベ ー ス 動 作 を 行 な う 際 に 、 前 記 第 １ の 機 械 に お い て メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ
メ ン ト 中 の 前 記 デ ー タ を 読 取 る プ ロ セ ス を さ ら に 含 む 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に お け る 前 記 第 ２ の 機 械 か ら 受 取 っ た デ ー タ を 伴 う １ つ
ま た は そ れ 以 上 の 構 造 化 照 会 言 語 コ マ ン ド を 実 行 す る ス テ ッ プ を 含 む 、 前 記 デ ー タ を バ ッ
フ ァ リ ン グ し な が ら 前 記 第 １ の 機 械 に お い て １ つ ま た は そ れ 以 上 の デ ー タ ベ ー ス 動 作 を 行
な う ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 ２ の 機 械 か ら メ モ リ の 前 記 第 ２ の セ グ メ ン ト に 対 す る 第 ２ の ア ド レ ス を 受 取 る ス
テ ッ プ を さ ら に 含 み 、 メ モ リ の 前 記 第 ２ の セ グ メ ン ト は 前 記 第 １ の 機 械 と デ ー タ を 交 換 す
る た め に 前 記 第 ２ の 機 械 に お い て 割 当 て ら れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 ２ の 機 械 が メ モ リ の 前 記 第 ２ の セ グ メ ン ト に 前 記 デ ー タ を 書 込 む よ う に す る た め
に 、 前 記 第 ２ の 機 械 に 前 記 デ ー タ を 読 取 る た め の 要 求 を 送 る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 、 請 求
項 ５ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 デ ー タ を バ ッ フ ァ リ ン グ し た 後 に メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト か ら 前 記 デ ー タ を
読 取 る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 、 請 求 項 ６ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 デ ー タ を 読 取 る た め の 要 求 を 送 る ス テ ッ プ は 、

に よ っ て 行 な わ れ る 、 請 求 項 ６ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 デ ー タ が メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト か ら 読 出 さ れ た 結 果 と し て メ モ リ の 前 記 第
１ の セ グ メ ン ト が 空 で あ る と い う 前 記 第 １ の 機 械 に お け る ロ ー カ ル 通 告 を 与 え る ス テ ッ プ
を さ ら に 含 む 、 請 求 項 ７ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル

こ と を 検 証 す る ス テ ッ プ は 、 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル に
よ っ て 前 記 第 ２ の 機 械 に テ ス ト メ ッ セ ー ジ を 送 る ス テ ッ プ を 含 む 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法
。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル

こ と を 検 証 す る ス テ ッ プ は 、 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使
用 可 能 チ ャ ネ ル に よ っ て 前 記 第 １ の 機 械 に テ ス ト メ ッ セ ー ジ を 送 る よ う に す る ス テ ッ プ を
含 む 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル

こ と を 検 証 す る ス テ ッ プ は 、 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル を
用 い る た め の 前 記 第 ２ の 機 械 に お け る リ ソ ー ス に 関 す る 情 報 を 、 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス
使 用 可 能 チ ャ ネ ル を 用 い る た め の 前 記 第 １ の 機 械 に お け る リ ソ ー ス と 比 較 す る ス テ ッ プ を
含 む 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 第 ２ の 機 械 が メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に 前 記 デ ー タ を 非 同 期 的 に 送 る こ と を
可 能 に す る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
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前 記

前 記 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 使 用
可 能 チ ャ ネ ル

前 記 第 １ の 機 械 お よ び を 用
い て 通 信 し 得 る

１

前 記 第 １ の 機 械 お よ び を 用
い て 通 信 し 得 る

１

前 記 第 １ の 機 械 お よ び を 用
い て 通 信 し 得 る

１



　 前 記 第 ２ の 機 械 が メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に 前 記 デ ー タ を 同 期 的 に 送 る こ と を 可
能 に す る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 デ ー タ を 前 記 メ モ リ の 前 記 第 ２ の セ グ メ ン ト に 書 込 む よ う に す る
た め に 前 記 第 ２ の 機 械 に 遠 隔 手 順 呼 出 を 送 る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方
法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 遠 隔 手 順 呼 出 を 送 る ス テ ッ プ は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル チ ャ ネ ル に よ
っ て 前 記 遠 隔 手 順 呼 出 を 送 る ス テ ッ プ を 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 遠 隔 手 順 呼 出 に 応 答 す る ス テ ッ プ は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル チ ャ ネ ル
に よ っ て 前 記 遠 隔 手 順 呼 出 を 受 取 り 、 前 記 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル チ ャ ネ ル に
よ っ て 前 記 遠 隔 手 順 呼 出 に 応 答 す る ス テ ッ プ を 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 デ ー タ ベ ー ス 動 作 を 行 な う た め の 方 法 で あ っ て 、 前 記 方 法 は 、 第 １ の 機 械 に お い て 行 な
わ れ る 以 下 の ス テ ッ プ を 含 む ：
　 第 ２ の 機 械 と デ ー タ を 交 換 す る た め に
メ モ リ の 第 １ の セ グ メ ン ト を 割 当 て る ス テ ッ プ を 含 み 、 前 記 第 １ の 機 械 お よ び 第 ２ の
機 械 の う ち 少 な く と も 一 方 は デ ー タ ベ ー ス サ ー バ で あ り 、
　 第 ２ の 機 械 に 対 し て メ モ リ の 第 １ の セ グ メ ン ト を 割 当 て る ス テ ッ プ は 、 前 記 第
２ の 機 械 に 対 す る 第 １ の 複 数 の バ ッ フ ァ を 識 別 す る ス テ ッ プ を 含 み 、 前 記 第 １ の 複 数 の バ
ッ フ ァ 中 の 各 バ ッ フ ァ は 前 記 第 ２ の 機 械 に お け る 第 ２ の 複 数 の バ ッ フ ァ 中 の バ ッ フ ァ に 対
応 し 、 前 記 方 法 は さ ら に 、
　

、
　

　
デ ー タ の が メ モ リ の 第 ２ の セ グ メ ン ト 中 に バ ッ フ ァ リ ン グ さ れ る よ う に す

る た め に 前 記 デ ー タ を メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に 書 込 む ス テ ッ プ
、 メ モ リ の 前 記 第 ２ の セ グ メ ン ト は 前 記 第 １ の 機 械 と デ ー タ を 交 換

す る た め に 前 記 第 ２ の 機 械 上 に 割 当 て ら れ 、
　

　

方 法
。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 前 記 第 １ の 複 数 の バ ッ フ ァ を 用 い て デ ー タ の 一 部 を 前 記 第 ２ の 複 数 の バ ッ フ ァ 中 の

バ ッ フ ァ に 送 る ス テ ッ プ は 、
　 前 記 第 １ の 複 数 の バ ッ フ ァ 中 の 第 １ の バ ッ フ ァ を 用 い て 前 記 デ ー タ の 第 １ の 部 分 を 前 記
第 ２ の 複 数 の バ ッ フ ァ 中 の 対 応 す る 第 １ の バ ッ フ ァ に 送 る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 ２ の 機 械 か ら 、 前 記 第 ２ の 複 数 の バ ッ フ ァ 中 の 対 応 す る 第 １ の バ ッ フ ァ は 、 よ り
多 く の デ ー タ を 受 取 る 準 備 が で き た と い う 通 知 を 受 取 る ス テ ッ プ と を 含 む 、 請 求 項 に
記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 前 記 通 知 を 受 取 る こ と に 応 答 し て 、 前 記 第 １ の 複 数 の バ ッ フ ァ 中 の 前 記 第 １ の バ ッ フ ァ
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前 記 使 用 可 能

前 記 使 用 可 能
使 用 可 能

直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル を 用 い て 、
前 記

前 記 前 記

前 記 第 １ の 機 械 お よ び 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル を 用
い て 通 信 し 得 る こ と を 検 証 す る ス テ ッ プ と

前 記 第 １ の 機 械 お よ び 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル を 用
い て 通 信 し 得 る と 判 断 す る こ と に 応 答 し て 、

前 記 第 １ の 機 械 か ら 前 記 第 ２ の 機 械 へ の デ ー タ の 転 送 を 含 む デ ー タ ベ ー ス 動 作 を 行 な う
際 に 、 前 記 一 部

の 前 記 一 部 を 実 行
す る ス テ ッ プ と を 含 み

前 記 デ ー タ の 前 記 一 部 が メ モ リ の 第 ２ の セ グ メ ン ト 中 に バ ッ フ ァ リ ン グ さ れ る よ う に す
る た め に 前 記 デ ー タ の 前 記 一 部 を メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に 書 込 む ス テ ッ プ は 、 前
記 第 １ の 複 数 の バ ッ フ ァ を 用 い て 前 記 デ ー タ の 前 記 一 部 を 前 記 第 ２ の 複 数 の バ ッ フ ァ 中 の
１ つ ま た は そ れ 以 上 の バ ッ フ ァ に 送 る ス テ ッ プ を 含 み 、 前 記 方 法 は さ ら に 、

前 記 第 １ の 機 械 ま た は 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル を 使
用 で き な い と 判 断 す る こ と に 応 答 し て 、 前 記 第 １ の 機 械 が イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル （ Ｉ
Ｐ ） 使 用 可 能 チ ャ ネ ル を 用 い て 前 記 デ ー タ を 前 記 第 ２ の 機 械 に 送 る ス テ ッ プ を 含 む 、

前 記
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を 用 い て 前 記 デ ー タ の 別 の 部 分 を 前 記 第 ２ の 複 数 の バ ッ フ ァ 中 の 前 記 対 応 す る 第 １ の バ ッ
フ ァ に 送 る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 前 記 第 ２ の 機 械 か ら 通 知 を 受 取 る ス テ ッ プ は 、 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 デ ー タ の 前 記 第 １
の 部 分 を 用 い た 結 果 と し て 前 記 第 ２ の 複 数 の バ ッ フ ァ 中 の 前 記 対 応 す る 第 １ の バ ッ フ ァ が
空 に な る こ と に 応 答 し て 前 記 通 知 を 受 取 る ス テ ッ プ を 含 む 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
　 前 記 第 １ の 機 械 お よ び 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル を 用
い 得 る こ と を 検 証 す る ス テ ッ プ は 、 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル に
よ っ て 前 記 第 ２ の 機 械 に テ ス ト メ ッ セ ー ジ を 送 る ス テ ッ プ を 含 む 、 請 求 項 に 記 載 の 方
法 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
　 前 記 第 １ の 機 械 お よ び 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル を 用
い 得 る こ と を 検 証 す る ス テ ッ プ は 、 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル を
用 い る た め の 前 記 第 ２ の 機 械 上 の リ ソ ー ス に 関 す る 情 報 を 、 前 記 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用
可 能 チ ャ ネ ル を 用 い る た め の 前 記 第 １ の 機 械 上 の リ ソ ー ス と 比 較 す る ス テ ッ プ を 含 む 、 請
求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
　 前 記 第 ２ の 機 械 か ら 遠 隔 手 順 呼 出 を 受 取 り 、 前 記 遠 隔 手 順 呼 出 を 受 取 っ た こ と に 応 答 し
て メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に 前 記 デ ー タ を 書 込 む ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 、 請 求 項

に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
　 前 記 第 ２ の 機 械 か ら 遠 隔 手 順 呼 出 を 受 取 る ス テ ッ プ は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル

チ ャ ネ ル に よ っ て 前 記 遠 隔 手 順 呼 出 を 受 取 る ス テ ッ プ を 含 む 、 請 求 項 に 記 載
の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
　 デ ー タ が 前 記 第 ２ の 機 械 に 対 し て 送 ら れ る よ う に す る た め に 前 記 デ ー タ を メ モ リ の 前 記
第 １ の セ グ メ ン ト に 書 込 む ス テ ッ プ は 、 前 記 デ ー タ を 前 記 第 ２ の 機 械 に 対 し て 送 ら せ な が
ら 前 記 デ ー タ を メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に 非 同 期 的 に 書 込 む ス テ ッ プ を 含 む 、 請 求
項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
　 デ ー タ が 前 記 第 ２ の 機 械 に 対 し て 送 ら れ る よ う に す る た め に 前 記 デ ー タ を メ モ リ の 前 記
第 １ の セ グ メ ン ト に 書 込 む ス テ ッ プ は 、 前 記 デ ー タ を 前 記 第 ２ の 機 械 に 対 し て 送 ら せ な が
ら 前 記 デ ー タ を メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に 同 期 的 に 書 込 む ス テ ッ プ を 含 む 、 請 求 項

に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
　 デ ー タ ベ ー ス 動 作 を 行 な う た め の 方 法 で あ っ て 、 前 記 方 法 は 、 第 １ の 機 械 に お い て 行 な
わ れ る 以 下 の ス テ ッ プ ：
　 第 ２ の 機 械 か ら デ ー タ を 受 取 る た め に メ モ リ の 第 １ の セ グ メ ン ト を 割 当 て る ス テ ッ プ と
、
　 前 記 第 ２ の 機 械 か ら 前 記 第 １ の 機 械 へ の デ ー タ の 転 送 を 含 む デ ー タ ベ ー ス 動 作 を 行 な う
際 に 、 直 接 メ モ リ ア ク セ ス 使 用 可 能 チ ャ ネ ル に よ っ て 前 記 第 ２ の 機 械 か ら の 前 記 デ ー タ を
メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に 受 取 る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 デ ー タ が メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト か ら 読 出 さ れ た 結 果 と し て メ モ リ の 前 記 第
１ の セ グ メ ン ト が 空 で あ る と い う 前 記 第 １ の 機 械 に お け る ロ ー カ ル 通 告 を 与 え る ス テ ッ プ
と を 含 む 、 方 法 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
　 メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に 対 す る 第 １ の ア ド レ ス を 前 記 第 ２ の 機 械 に 与 え る こ と
に よ っ て 、 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 デ ー タ を 送 る こ と を 可 能 に す る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 、
請 求 項 ２ ８ に 記 載 の 方 法 。
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【 請 求 項 ３ ０ 】
　 前 記 第 ２ の 機 械 か ら の 前 記 デ ー タ を バ ッ フ ァ リ ン グ す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 デ ー タ を バ ッ フ ァ リ ン グ し な が ら 前 記 第 １ の 機 械 に お い て １ つ ま た は そ れ 以 上 の デ
ー タ ベ ー ス 動 作 を 行 な う ス テ ッ プ と を さ ら に 含 む 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ １ 】
　 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 デ ー タ を 送 る こ と を 可 能 に す る ス テ ッ プ は 、 前 記 第 ２ の 機 械 が 前
記 第 １ の 機 械 に 対 し て 割 当 て ら れ た 前 記 第 ２ の 機 械 上 の 第 ２ の メ モ リ か ら デ ー タ を 送 る こ
と を 可 能 に す る ス テ ッ プ を 含 み 、 前 記 方 法 は さ ら に 、 前 記 １ つ ま た は そ れ 以 上 の デ ー タ ベ
ー ス 動 作 を 行 な い な が ら 前 記 第 １ の 機 械 か ら 前 記 第 ２ の 機 械 に デ ー タ を 転 送 す る た め に 、
メ モ リ の 第 ２ の セ グ メ ン ト に 対 し て 前 記 第 ２ の 機 械 か ら 第 ２ の ア ド レ ス を 受 取 る ス テ ッ プ
を 含 む 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ２ 】
　 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 デ ー タ を 送 る こ と を 可 能 に す る ス テ ッ プ は 、 第 ２ の コ ン ピ ュ ー タ
か ら よ り 多 く の デ ー タ を 受 取 る た め に メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト が 利 用 可 能 に な る と
前 記 第 ２ の 機 械 に 通 知 を 送 る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ３ 】
　 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 デ ー タ を 送 る こ と を 可 能 に す る ス テ ッ プ は 、 前 記 第 ２ の 機 械 が 前
記 デ ー タ を メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に 非 同 期 的 に 送 る こ と を 可 能 に す る ス テ ッ プ を
含 む 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ４ 】
　 前 記 第 ２ の 機 械 が 前 記 デ ー タ を 送 る こ と を 可 能 に す る ス テ ッ プ は 、 前 記 第 ２ の 機 械 が 前
記 デ ー タ を メ モ リ の 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト に 同 期 的 に 送 る こ と を 可 能 に す る ス テ ッ プ を 含
む 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ５ 】
　 １ つ ま た は そ れ 以 上 の プ ロ セ ッ サ に よ っ て 実 行 さ れ る と き に 、 前 記 １ つ ま た は そ れ 以 上
の プ ロ セ ッ サ に 請 求 項 １ か ら の い ず れ か に 記 載 の 方 法 を 実 行 さ せ る 命 令 の １ つ ま た は
そ れ 以 上 の 連 続 を 保 持 す る 、 コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 媒 体 。
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